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須賀川市地域公共交通計画策定支援業務委託 

指名型プロポーザル実施要領 

１ 目的 

本要領は、須賀川市地域公共交通計画策定支援業務委託について、指名型プロポーザル方式（以下「本

プロポーザル」という。）により参加事業者に提案を求め、計画策定に関する技術力、情報収集・分析能

力等が優れている受託候補者を適正、公平に選定する手続きについて、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務概要 

（１）件名 須賀川市地域公共交通計画策定支援業務委託 

（２）内容 別紙「須賀川市地域公共交通計画策定支援業務委託仕様書」のとおり。 

ただし、契約時における仕様は最優秀者として選定された者の企画提案内容に応じ

て変更することがある。 

（３）期間 契約締結の日から令和６年３月25日まで 

（４）委託上限額 金9,800,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※この金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、業務の最大規模を示す金額

であることに留意のこと。 

 

３ 参加要件 

本プロポーザルに参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていなくてはならない。 

（１）地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないこと。 

（２）令和５年度の須賀川市入札参加有資格者名簿に登録されていること。 

（３）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再

生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

（４）公告日から契約日までの間、須賀川市の指名停止を受けていないこと。 

（５）須賀川市暴力団排除条例（平成24年９月27日条例第29号）に違反しない者であること。 

（６）過去５年間（平成30年度～令和４年度）において、国・地方公共団体の発注による本業務の内容

と同種の業務又は類似の業務を、元請として受注した実績を有する者であること。 

※類似業務の具体例：立地適正化計画、総合計画、都市交通に関する計画、中心市街地活性化基本

計画等 

（７）管理技術者として、次のいずれかの資格を持ち参加者と正規雇用関係にある者を配置できること。 

ア 技術士（「建設部門（都市及び地方計画）」又は「建設部門（道路）」） 

イ RCCM（「都市計画及び地方計画」又は「道路」） 

（８）本提案募集の趣旨を十分に理解し、その内容に即した提案が可能であること。特に、公共交通運行

事業者や広域市町村等との協議にあたり、主体的に取り組むことができる者であること。 

（９）事業を円滑に行うため、迅速に対応ができる者であること。 

（10）福島県内に本社又は営業所を有する者であること。 

 

４ 参加表明書の提出及び参加の辞退 

（１）提出期間 

令和５年５月１日（月）９時00分から令和５年５月22日（月）17時00分まで 

（２）提出方法 

プロポーザル参加表明書（様式１）と業務実績書（様式２）に必要事項を記載の上、持参又は郵送
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により提出すること。持参の場合、土日及び祝日を除く平日（以下「開庁日」という。）の９時00

分から17時00分までとし、郵送の場合は５月22日（月）17時00分必着とする。 

（３）参加辞退 

参加者は、企画提案書の提出期限までの間、プロポーザル参加辞退届（様式５）の提出により、本

プロポーザルを辞退することができる。 

 

５ 質問の受付及び回答 

（１）受付期間 

令和５年５月１日（月）９時00分から令和５年５月15日（月）17時00分まで 

（２）提出方法 

・質問書（様式６）により、電子メールにて提出すること。電話、来訪による質問は受付しない。 

・件名：「プロポーザルに関する質問（事業者名）」とすること。 

・質問が複数ある場合は、箇条書き等により記載すること。 

（３）質問の回答 

各質問者からの質問及びその回答の全てを、令和５年５月18日（木）17時00分までに、須賀川市

ホームページにて随時公開する。（ただし、質問者名は公表しない。）なお、各質問者へ個別には回

答しない。 

 

６ 企画提案書等の作成及び提出 

（１）提案件名 

「須賀川市地域公共交通計画策定支援業務企画提案」 

（２）提案内容 

ア 企画提案書 

・Ａ４判両面印刷、文字は11ポイント以上とすること。 

・印刷はモノクロ・カラーを問わない。 

・下記「企画提案書の提案項目」に沿って企画提案を作成すること。 

・「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の改正趣旨等を踏まえた企画提案となるよう努

めること。 

企画提案書の提案項目 

項目 記入内容 

業務実施方針 

（A４ ２頁以内） 

現時点における可能な範囲で須賀川市の地域や地域公共交通の特性を

確認し、当該業務を遂行する場合の基本的な方針を記載する。 

基礎調査 

（A４ ６頁以内） 

仕様書「４ 業務内容」（２）から（４）に基づき、以下の内容を含め

記載する。 

・須賀川市の現状、特性等の把握、分析手法 

・市民ニーズ等の把握調査の対象、実施回数、頻度、内容 

・現行の須賀川市地域公共交通網形成計画の検証方法、当市地域公共交

通の課題等の整理手法 

地域公共交通計画 

の策定支援 

（A４ ６頁以内） 

仕様書「４ 業務内容」（５）に基づき、以下の内容を含め記載する。 

・須賀川市の「強み」・「弱み」・課題等を把握し、基本方針や目標・

指標へ反映させるための手法、考え方 

・目標達成に向けた実現可能性のある施策を検討するための手法 
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工夫提案 

（A4 １頁以内） 

参加者の実績、ノウハウ、他事例等を生かした有効な手法について

も、積極的に提案・記載する。ただし、経費見積書に含まない有料オプ

ションなど、別途費用を必要とするものの企画提案書への記載は認めな

い。 

作業工程 

（A４ １頁以内） 

仕様書「４ 業務内容」及び「12 想定スケジュール」に基づき、業

務開始から完了までの詳細スケジュール及び業務フローを、本市担当者

との調整・打ち合わせ手法と共に記載する。 

イ 見積書：様式は任意とする。消費税抜き価格で記載すること。 

（３）提出要領 

ア 提出書類 

・プロポーザル届出書（様式３） 

・会社概要（パンフレット等で可） 

・企画提案書 

・見積書 

・業務実施体制調書（様式４） 

イ 提出部数 

10 部（プロポーザル届出書、会社概要は各１部。企画提案書、見積書、業務実施体制調書はイ

ンデックスを付け、ファイル等により左綴じで製本すること。） 

ウ 提出期限 

令和５年６月５日（月）17時00分まで（必着） 

エ 提出方法 

持参又は郵送により提出すること。持参の場合、土日及び祝日を除く平日（以下「開庁日」とい

う。）の９時00分から17時00分までとし、郵送の場合は６月５日（月）17時00分必着とする。 

オ 提案費用 

企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。 

カ その他 

・提出期限以降における書類の追加、修正、差し替え及び再提出は認めない。 

・企画提案書の提出は１者につき１案とする。 

 

７ プレゼンテーション 

参加者は、企画提案書の内容について、次のとおりプレゼンテーションを行う。 

（１）実施日時 令和５年６月９日（金） 

ア 時間帯及び場所についての詳細は、企画提案書提出後に通知する。 

イ プレゼンテーションは非公開とする。 

（２）説明時間等 

１応募者の説明時間は15分以内とし、その後15分程度の質疑の場を設ける。 

（３）企画提案書説明者 

業務実施体制調書（様式４）に記載のいずれかの者で、３名以内とする。 

（４）その他 

ア プレゼンテーションにおいて使用する投影モニター（HDMI接続）は須賀川市で準備する。モニ

ターへ接続するPC及びソフトウェア等は、応募者において準備すること。 

イ 審査当日の資料の配布や提出した企画提案書等の内容以外の投影は禁止する。 
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８ 契約予定事業者の選定方法 

（１）選定方法 

ア 提出された企画提案書の説明内容や見積書を基に評価基準書により審査を行い、最も評価点の高

い者を第一受託候補者とする。なお、評価点は各選考委員の評価点の合計とする。 

イ 受託候補者の選定にあたり、評価点が同点の者が２以上あるときの対応 

（ア）提案者それぞれの評価点が同じで、見積価格が異なる場合、見積価格が低い者を上位とす

る。 

（イ）提案者それぞれの評価点及び見積価格が同じ場合、くじ引きにより順位を決定する。くじ引

きの実施日時、場所等については別途連絡を行う。なお、くじを引かない者があるときは、須

賀川市職員が代わってくじを引き順位を決定する。 

ウ 有効な提案者が１社のみのときは、評価点が350 点以上であり、須賀川市が適正な提案と判断

する場合は、その者を第一受託候補者とする。 

（２）選定結果の通知、公表 

選定結果については、速やかに須賀川市ホームページ上にて公表するとともに、審査を受けた者全

員に対し、電子メール及び郵送による文書で通知する。なお、選定理由等についての問い合わせには

応じない。 

 

９ 失格事項 

次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

（１）企画提案書等が提出期限を過ぎ提出された場合。 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合。 

（３）見積価格が委託上限額を上回る場合。 

（４）会社更生法等の適用を申請する等、契約の履行が困難と認められるに至った場合。 

（５）審査の公平性を害する行為があった場合。 

（６）その他、須賀川市が不当な要求や不正行為があったと認めた場合。 

 

10 契約 

企画提案内容がそのまま契約内容となるものではなく、具体的な契約内容及び金額は、協議の上で決定

する。なお、第一受託候補者との交渉が不調に終わった場合、次点とされた者と交渉する場合がある。 

 

11 その他 

（１）提出書類は返却しない。ただし、提出書類を提出者に無断で他の業務に使用しない。 

（２）須賀川市情報公開条例（平成10年６月24日条例第16号）に基づく開示請求があった場合、本プロ

ポーザルに関する全ての文書(作成文書及び参加者提出文書)は、原則として開示の対象文書となる。

ただし、事業を営むうえで、競争上の利益を害すると認められる情報は不開示となる場合があるた

め、この情報に該当すると考える部分がある場合には、あらかじめ文書により表記すること。 

なお、本プロポーザルに係る事業者の選定前において、決定に影響の及ぼす恐れのある情報につい

ては、決定後の開示とする。 

（３）審査結果に対する異議申し立ては認めない。 

（４）プロポーザルの日程等は、都合により変更する場合がある。 

（５）諸条件等に定めがない事項又は内容に疑義が生じた事項がある場合は、協議を行い、その取扱いを

定めるものとする。 
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12 問合せ先、書類の提出先等 

担 当：須賀川市企画政策部企画政策課総合交通政策係 

住 所：〒962-8601 福島県須賀川市八幡町135番地 

電 話：0248-94-7173（受付時間は、平日の午前８時30分から午後５時15分まで） 

E メール：kikaku@city.sukagawa.lg.jp 

 

13 日程（案） 

実施要領の公表 令和５年５月 １日（月） 

質問受付期間 令和５年５月 １日（月） ～ 令和５年５月 15日（月） 

質問回答 令和5年5月 18日（木） 

参加表明書提出期間 令和5年5月 １日（月） ～ 令和5年5月 22日（月） 

企画提案書提出期間 令和5年5月 22日（月） ～ 令和5年6月 ５日（月） 

プレゼンテーション審査 令和5年6月 9日（金） 

審査結果通知 令和5年6月中旬（予定） 

契約締結 令和5年6月中旬（予定） 

 


